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○

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
資
産
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
）

第
四
十
七
条

削
除

第
四
十
七
条

令
第
十
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

指
定
格
付
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
の
調
査
す
る
特
定
資
産
を
保
有
す
る
特
定
目
的

会
社
が
発
行
す
る
資
産
対
応
証
券
の
い
ず
れ
か
に
格
付
を
付
与
し
た
者
以
外
の

も
の
と
す
る
。


